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令和2年度県土整備部組織機構

1.本庁
( 1 ）主な組織改正
O理事の設置

部長級の「理事Jを新設
0 水災害対策監の設置

課長級の『水災害対策監jを新設
O市町連携総話監の廃止

次長級の「市町連携総括監jを廃止

(2）組織

部長・
理事【新設】

［担当名】

企画総務担当

建設企画監

人権・危機管理監

【課名］ 【班名】

下組一干ートー予算決算班
L一人材開発班

県土整備財務課ー「一一経理1班
L-経理2班

公共用地課 ー「一一審査調整班
.. Lー用地支援班

公共事業総合政策担当一寸一一公共事業運営課ー「一一公共事業運営班

道路整備担当

流域整備担当

水災害対策監【新設］

都市政策担当

住まい政策担当

建築審査監
＼ 

工事検査担当

I Lー総合評価班
トー技術管理課 ー「一一技術管理班
I Lー情報化班
L-建設業課 ー「一一建設業JjI

L一入札制度班
道路企画課 ー「一一道路企画斑

し一高速道推進班
近畿道紀勢線推進プ一一「ー用地HJI
ロジェクトチーム Lー用地2J,!II
道路建設課 ー「一一道路建設班

L一橋りょう・市町道班

一寸二二道路管理班
道路維持班t=河打l計画班
河Jll事業班
河川管理m

道路管理課

河川課

t=砂防班
ダム班

防災砂防課

砂防管理班
港湾E海岸課 一寸一一港湾整備斑

トー海岸整備斑
Lー港湾海岸管理班

施設災害対策課ー「一一施設災害対策班
Lー水防対策班

1'""'""'* ~i~~1'1:l 街路省公園班
市街地整備~JI
景観a屋外広告班

下水道経営課 一一一一経営・管理班
下水道事業課 一一一一計図z事業班
建築開発課 一寸一一建築安全班

住宅政策課

営繕諜

トー建築審査班
ト一関発審査班
」ー宅建業司建築士班

L二住まい支援班
公営住宅班E営繕調整班建築1班
建築2班
電気設備班
機械設備班
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2 地域機関
(1)主な組織改正
0松阪建設事務所建築開発室の廃止

「建築開発室jを廃止し、「建築開発課Jを総務・管理室に移管して「総務・管理・建築室」を設
置

(2）組織
【事務所名】 ｛室名］ 【課名｝

桑名建設事務所 総務・管理室 L 総務課
管理課

建築開発室 建築開発言果
保全室 保全課
事業推進室 t=工事統括諜

道路課
j荒域課ー

用地調整室 用地諜

四日市建設事務所 総務・管理室 しー総務課
管理課

建築開発室 建築開発課
保全室 保全諜
事業推進室

王道路課
流域・公歯課
プロジェクト推進課

用地調整室 用地諜

鈴鹿建設事務所 総務調管理室 L 総務課
管理課

川保全室 保全課
事業推進室

王道路諜
流域舗公園課
幹線道路課

用地調整室 用地課

津建設事務所 総務園管理室 し一総務課
管理全課

保全室 保課
事業推進室

主 工事 続鴨道路一課
道路二課
流域一課
流域二課

用地調整室 用地課
君ヶ野ダム管理室 ダム管理課

松阪建設事務所 総務管 理 建 築 室 主 総 務 課
【新設｝ 管理課

建築開発諜
保全室 保全課
事業推進室

王道路一課
道路二課
流域課

用地ダ調ム整管室理 用地諜
宮Jll 室 ダム管理課
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［事務所名］

伊勢建設事務所

志摩建設事務所

伊賀建設事務所

尾鷲建設事務所

熊野建設事務所

小計 10建設事務所

【室名］

総務・管理室

建築開発室
保全室
事業推進室

l二二総務課
管理課

一一一一建築開発課
一一一保全課

E晴
道路一諜
道路ニ課
流域一課
j涜域二課

用地調整室 一一一一用地課

総務店管理事建築室一一「ー総務課
トー管理課
Lー建築関発課

保全室 一一一保全課
事業推進室 一寸一一工事統括諜

ト一道路諜
L 一一流域課

用地調整室 一一一一用地課
鳥羽地域プロジェク回一一一一事業課
ト推進室

総務・管理室

建築開発室
保全室
事業推進室

L 二総務課
管理課

ー一一一建築開発課
一一一一保全課

道路諜
流域課

王工事統括諜

幹線道路課
用地調整室 一一一一用地諜

総務省管理・建築室ー「一一総務課
トー管理課
」ー建築開発課

保全室 ー←一保全課
事業推進室 ー「一一工事統括課

［課名］

ト一道路町公園課
」一流域課

用地調整室 一一一回用地課

総務・管理・建築家一寸一一総務課
トー管理課
Lー建築開発課

保全室 一一一一保全課
事業推進室 ー「一一工事統括課

ト一道路課
L一流域諜

用地調整室 一一一四用地課

北勢流域下水道事務所一「一一総務E用地室
」一事業推進室

一一一一総務”用地課t=保全諜
施設課

中南勢流域下水道事務一寸ー総務睡用地室
所 」一事業推進室

小言十 2流域下水道事務所

計 12事務所

工務課

一一一一総務・用地諜

主保全課施設課
工務課
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令和2年度県土整備部幹部職員名簿（課長級以上）

令和2年4月1日現在

【本庁］

課 名 耳哉 名 氏 名 備考

県土整備部長 水里子宏治

県土整備部理事 真弓明光

副部長
小見山幸弘

（企画総務担当）

副部長
佐竹元宏

（公共事業総合政策担当）

次長
関 泰弘

（道路整備担当）

次長
西海 浩

（流域整備担当）
次長

向井孝弘
（都市政策担当） ¥ 

次長
岡村佳則

（住まい政策担当）

県土整備総務課 課長 析屋典子

県土整備財務課 課長 小 ）I／ 博史

公共用地課 課長 北口哲土 会商総務担当

建設企画監 片田 悟

人権・危機管理監 小野明子

課長 結城健治
公共事業運営課

副課長兼班長 喜多草書作

課長 松並孝明
公共事業総合政策
担当

技術管理課
副参事兼班長 }I／ 部克彦

建設業課 課長 宮口友成

道路企画課 課長 川上正晃

参事兼担当課長 竹内正幸
近畿道紀勢線推進プ
ロジェクトチーム 副参事 檎作明治
（熊野市駐在）

副参事 笹尾紀仁 道路整備担当

道路建設課 課長 矢野英樹

道路管理課 課長 関山治利

日lj課長兼班長 松一葉 向リ
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課 名 耳哉 名 氏 名 備考

課長 友田修弘
河川課

副参事 角谷英雄

防災砂防諜 課長 須賀真司
流域整備担当

港湾・海岸課 課長 山田 篤

施設災害対策課 課長 長瀬功起

水災害対策監 角 回 イ呆

課長 藤森正也
都市政策課

副課長兼班長 大下賢一

課長 中村順一 都市政策担当
下水道経営課

副参事 石橋弘安

下水道事業課 課長 久保拓也

建築開発課 課長 杉野健司

課長 石塚孝昭
住宅政策課 、

副課長兼班長 今西亮一
住まい政策担当

課長 音村厚裁
営繕課

首j参事兼班長 多賀雄 f申

建築審査監 太田寿弘

工事検査総括監 山田秀樹

検査監 前回 勉

検査監 安藤 亨

検査監 樋口欽久 工事検査担当

検査監 田中利幸

検査監 橋本直也

検査濫 青田博和
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【地域機関］

事務所名 職 名 氏 名 備考

所長 千種藤紀

副所長兼総務・管理室長 二林孝人

副所長兼保全室長 岩崎 彰
桑名建設事務所

建築開発室長 中根大字

事業推進室長 小菅真司

用地調整室長 種村和春

所長 城 本 典 洋

副所長兼総務・管理室長 坂口和弘

副所長兼保全室長 松橋楊一郎

四日市建設事務所 建築開発室長 新 正和

事業推進室長 佐川 尚

用地調整室長 森 Jll 成

技術管理監 浅野 覚

所長 古 j零忠士

副所長兼総務・管理室長 伊藤晃一

鈴鹿建設事務所 副所長兼保全室長 飯田 充 孝

事業推進室長 高柳伸浩

用地調整室長 田堀久哉

所長 高木和広
( 

副所長兼総務・管理室長 山口敬史

副所長兼保全室長 松 本 英 之

津建設事務所
事業推進室長 作田 教

用地調整室長 森阿 武 彦

君ヶ野ダム管理室長 和田秀樹
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事務所名 験 名 氏 名 備考

所長 上村 告

副所長兼総務・管理・建築室長 奥 野 雅 弘

副所長兼保全室長 竹内一樹

松阪建設事務所 事業推進室長 森 茂也

用地調整室長 安 井 雅 庄

宮川ダム管理室長 石渡 充

技術管理監 長井貴裕

所長 務川幸彦

副所長兼総務・管理室長 長！淘 敏

副所長兼保全室長 岡田 規 生

伊勢建設事務所 建築隣発室長 尾崎幹明

事業推進室長 大 ）11 義摩

用地調整室長 吉津 晃

技術管理監 林田充弘

所長 山 口 尚茂

副所長兼総務・管理・建築室長 松井 定

副所長兼保全室長 東 幸伸
志摩建設事務所

事業推進室長 河選 努

用地調整室長 松本成尊

鳥羽地域フ。ロジェクト推進室長 西岡 欣 也

所長 森 木 忠 彦

副所長兼総務・管理室長 中世古和則

副所長兼保全室長 富永 大 介
伊賀建設事務所

建築開発室長 福 田 浩 之

事業推進室長 繁田憲一

用地調整室長 イ中川義久
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事務所名 職 名 氏 名 備考

所長 倉田正明

副所長兼総務・管理・建築室長 出口裕功

尾鷲建設事務所 副所長兼保全室長 里子 呂 守炉ん丁， 

事業推進室長 水谷 覚

用地調整室長 谷出慎一

所長 大江 治

副所長兼総務・管理・建築家長 世古浩一

熊野建設事務所 副所長兼保全室長 向井田 亮

事業推進室長 若林信彦

用地調整室長 JI I瀬豪利

所長 中野伸也

北勢流域下水道事務所 副所長兼総務・用地室長 杉谷吉彦

副所長兼事業推進室長 鳴川容治

所長 中平 弘

中南勢流域下水道事務所 副所長兼総務・用地室長 瀬古敦司

副所長兼事業推進室長 上田利彦
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令和2年度当初予算のポイント E 主要事業

1 予算嬬成にあたっての基本的な考え方

令和2年度は、 fみえ県民カビジョン・第三次行動計酋」がスタートするどともに、

国と地方が一体となって進めている f紡災・減災、国土強靭化のための 3か年緊急対

策J（以下、「3か年緊急対策J）の最終年度にあたります。

令和元年は、台風第 19号等により全国で甚大な被害が発生したほか、本県でも f記

録的短時照大雨情報」が 9回も発表されるなど、「いつJ「どこjで大規模な自然災害が

発生してもおかしくない状況が続いています。こうした頻発・激甚化する水害や土砂災

害、近い将来に発生が懸念される南海トラフ地震等の大規模地震から県民の皆さんの生

命と財産を守るため、 rsか年緊急対策Jも活用しながら、ソフト・ハードの荷面から

防災・減災、国土強靭化対策を強化していきます。

さらに、令和3年に開催される三重とこわか国体・三重とこわか大会等に向け、県内

外からの集客・交流や地域の経済活動を支える道路整備を着実に推進します。

あわせて、通学児童や未就学児の安全確保に向けた道路施設の機能向上を図るため、

引き続き危険箇所の対策を実施するとともに、道路利用者が安全・安心・快適に利用で

きるよう道路施設の適切な維持管理を進めます。

そのほか、流域下水道事業が長期的に安定した運営を維持していくため、令和；3年度

から、地方公営企業法の財務規定等を適用しています。

2 主な重点項目

( 1 ）頻発・激甚化する水害・土砂災害に備える

0主体的な避難行動に資する取組

z 洪水浸水怒定区域図の作成

予算額 161, 025千円 ［河川課］

令草口元年台風第19号によって洪水浸水想定区域図が作成されていない中小河川で浸水被

害が多発したことをふまえ、中小河川の洪水浸水想、定区域図の作成に取り組みます。

司（新）簡易型河川監視カメラの設置

予算額 5 1 ,, 3 7 5子円 ［河川課］

洪水時の切迫感を伝え、住民の適切な避難行動を促すため、氾畿の危険性が高く人家や

重要施設のある箇所等に新たに河川監視カメラを設置します。

＝土砂災害警戒区域指定のための基礎調査

予算額 210, 00  0千円 〔防災砂防課］

土砂災害警戒区域の指定を進めるとともに、地形改変など再調査が必要となった箇所に

ついて2巡回の基礎誠査を進めます。
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0）可JII .土砂災害防止施設の整備

. i可Jllの整備

予算額 4, 670, 313千円 ［河川諜］

(7, 255, 313子円※R元年度2月補正予算含みベース）

令和元年台風第19号による全国的な被害状況をふまえ、河川整備計画に基づく堤防・護l

岸の整備や橋梁の改築、ダム建設等を着実に進めるとともに、治水上の危検笛所対策とし

て河道掘削や堤防補強等を進めます。

－土砂災害防止施設の整備

予算額 4, 002, 960千円 ［防災砂防課］

(4, 274, 835千円※R元年度2月補正予算含みベース）

土石流等による災害から生命や財産を守るため、砂防えん堤や擁援等の土砂災害防止施

設の整備を進めます。

Oi可川”砂防えん堤堆積土砂の撤去

z 河川堆積土砂の撤去

予算額 1' 7 4 8, 9 1 1千円 〔河川課］

河川の流下能力を回復するため、堆積土砂の撤去および河JI［内の栃木の伐採を行います。

実施にあたっては、関係市町と実施箇所の優先度を検討するなど連携して取り組みます。

圃砂防えん堤堆積土砂の撤去

予算額 442, 00  0千円 ［防災砂防課］

砂防えん堤が十分機能を発揮するよう堆積土砂の撤去を行います。

( 2）いつ発生しでもおかしくない大規模地震に備える

0河川管理施設の地震 z 津波対策
ベ

予算額 904, 576千円 ｛河川課］

地震・津波による被害を軽減するため、河口部の大型水門や河川堤防およびダムのゲー

ト等の地震・津波対策を進めます。

0海岸保全施設の地震・津波町高潮対策

予算額 2, 971, 738千円 ｛港湾 E 海岸諜］

(3, 640, 738千円※R元年度2月補正予算含みベース）

地震に対して必要な耐震性、越流する津波に対して必要な粘り強さ、高潮に対して必要

な堤防高を確保するための一体的な施設整備を進めます。

0港湾施設の地震 a 老朽化対策

予算額 695, 250千円 ［港湾樹海岸課］

(926, 250千円※R元年度2Fl補正予算含みベース）
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緊急輸送道路の機能を確保するため、臨港道路橋梁の地震対策を進めます。また、利用

者の安全性や港湾の機能を確保するため、岸壁等の老朽化対策を進めます。

( 3）三重とこわか国体温三重とこわか大会等に向けた道路整備

0高規格幹線道路と直轄国道の整備促進

予算額 9, 255, 666千円 ［道路企画課］

(11, 359, 666千円※R元年度2月補正予算含みベース）

令事日3年に開催される三重とこわか国体・三重とこわか大会における会場へのアクセス

ルートとして期待される国道42号「熊野尾鷲道路（II期）Jの早期の整備促進を図ると止

もに、交通渋滞の解消や地域のさらなる安全・安心を支える基盤として高規格幹線道路お

よび直轄国道の整備促進を図ります。

［主な路線】

東海環状自動車道、国道1号北勢バイパス、国道23号中勢バイパス、国道1号桑名東部拡

幅（伊勢大橋架替）、鈴鹿四日市道路、熊野尾鷲道路（II期）、熊野道路、紀宝熊野道路、

新宮紀宝道路等

0県管理道路の整備推進

予算額 10, 050, 134千円 ［道路建設課］

(12. 000, 084千円※R元年度2月補正予算含みベース）

＝三重とこわか国体・三重とこわか大会の会場にアクセスする県管理道路の整備推進を図

るとともに、道路ネットワ）クの形成や地域ニーズへの的確な対応に向けて道路整備を進

めます。

【主な路線】

国道167号磯部バイパス、国道421号大安 ICアクセス道路、国道477号菰野バイパス、国

道368号伊賀名張拡幅、国道163号片岡バイパス、県道北勢多度線、県道鈴鹿環状線磯山バ

イパス、県道六軒鎌田線、県道館町通線（御仮lj橋）、県道大台宮JI／線（弥起井）、県道上野

大山田線等

｛うち令和2年度供用予定】

医道368号伊賀名張拡幅（一部）、県道北勢多度線、県道六軒鎌田線、県道大台宮）I／線（弥

起井）（一部） 等

( 4）道路利用者の安全と災害発生時の輸送機能の確保

0通学児童や未就学児の交通安全対策

予算額 2, 496, 436千円 ［通路管理課］

(3, 697. 209千円※R元年度2月補正予算含みベース）

通学路交通安全フqログラムに位震づけられた要対策筒所を優先して歩道等の整備を進め

るとともに、未就学児を中心とした子どもたちの安全対策についても、対策が必要な危険

箇所において速やかな整備を進めます。

，~ 1-11 



0道路施設の適切な維持管理

予算額 1 0, 606, 773千円 ｛道路管理課］

(1 0, 869, 273干円※R元年度2月補正予算含みベース）

橋梁など、の道路施設について計画的な点検、修繕を実施することにより適切な維持管理

を進めます。また、剥離が進んだ区画線については、継続的に引き直しを実施することに

より適切な維持管理を進めます。

0緊急輸送道路の電線類地中化

予算額 459, 383千円 ［都市政策課］ (' 

(479, 716千円※R元年度2月補正予算含みベース）

君主柱倒壊の危険性の高い市街地の緊急、輸送道路の区間において、電線類の地中化を進め

ます。

0緊急輸送道路等の橋梁耐震化

予算額 7, 352, 324千円 ［道路建設課］

災害発生侍に災害対応を迅速かっ効率的に実施するため、緊急輸送道路等の橋梁耐震化

を進めます。
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令和2年度当初予算会計別掴事業別一覧表（県土整備部）

1 会計]jlj総括表 （単位：千円）

令当辛初口元予年算度 令和2年度
対前年度比

区 分 当初予算
（日月補正含む） B/A  

A 国土強靭化分 B 国土強靭化分

般 $』ミ 計
(95, 458, 642) (23, 753, 703) (99, 732, 654) (12, 408, 584〕 (104＇出）

86,187,475 14,482,536 89,209,223 12,360,251 104百

特
港湾整備事業

190, 118 169,816 89同
B日 (14, 625, 713) (263, 395) 

流域下水道事業
二d五h三' 14,529,613 167, 295 皆減

小 計
(14, 815, 831) (263, 395) (1出）

計 14, 719, 731 167,295 169,816 1% 

_0 工二一 業 4コLま 言十
［流域下水道事業｝ 23,361,836 26,250 皆場

(110, 274, 473) (24, 017, 098) (123, 264, 306) (12, 434, 834) (112出）メロミ 言十
100,907,206 14,649,831 112, 740, 875 12,386,501 112出

2 事業]jlj総括表 （一般会計） （単位：千円）

(6守幸月当和初補五予正年算含度む）
令和2年度

対前年度比
区 分 当初予算

B/A  
A 国土強靭化分 B 国土強靭化分

国補公共 事業
(42, 635, 815) (19, 965, 513) ( 40, 080, 696) (9, 823, 694) (94出）

34, 594,948 11, 924, 646 32,834,265 9,803,361 95百

直轄事 業
(15, 569, 777) (3, 781, 190) (17, 616, 477) (2, 578, 890) (113目）

14,339,477 2,550,890 14,339,477 2, 550, 890 '. 100出

公
県単公共事業

14,857,383 17,379, 157 117出
共 (73, 062, 975) (23, 746, 703) (75, 076, 330) (12, 402, 584) (103同）

昔十
事 63, 791,808 14,475,536 64,552,899 12,354,251 101目

、『

業
受託公共事業

717, 163 558,202 78首

災害復旧事業
日， 860,592 7,096,810 103覧

計
(80, 640, 730) (23, 746, 703) (82, 731, 342) (12, 402, 584) (103出）

71,369,563 14,475,536 72, 207, 911 12,354,251 101出

そ の 他 事業

（非公共事業） 14,817,912 7,000 17,001,312 6,000 115目

え＂＇入 言十
(95, 458, 642) (23, 753, 703) (99, 732, 654) (12,408,584) (104目）

86, 187,475 14,482,536 89,209,223 12, 360, 251 104出

※令和元年度当初予算の各欄の（ ）書きは、国の補正予算に係る平成30年度2Fl補正予算（園の内示額）を

合算しています。

※令和2年度当初予算の各欄の（ ）書きは、国の補正予算に係る令和元年度2月補E予算計上額を合算して

います。

※国土強靭化分は、国の防災・滅災、国土強靭化のための3か年緊急対策分を示しています。

※令和2年度から三E重県流域下水道事業に企業会計を適用します。

※令和2年度当初予算の食業会計 【流域下水道事業】欄は、収益的支出および資本的支出の合計を示しています。
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3 主な事業別明細表（一般会計） （単位千円）

区 分 (6令月当和初補元予正年算吉度む） 令当和初2予年算度 対前B年／度A比

A 国土強靭化分 B 閏土強靭化分

道路事業
(26, 977, 046) (13, 728, 616) (23, 108, 744) (6, 423, 093) (86出）

‘J““‘且白’“‘・..‘・・・・，...町砂田』町，．’・ー・ーー，，，，．．．．，町砂竜町島町E’E屯E’... ~§： ~~r: ~i~j cr：~~·~；~＆6s· <f§:H~：~~§＞ f:i, .. 4Q?., .. T?..O..… (ii~出6目） 
河川砂防事業

国 目“咽町r，圃圃曹司酔喧喧喧，町F咽町酔町酔町’・・ー・・・・・・4・.・4・4・4・4・4・4・4・.......・・・・4・・A・A目..… d： ~57.， ~§~j ci: 9.?.9., ~~~5 ci: ~？.！.， 9. 7 3 日） ?., 4.1.4.t ~Q.O.. (ij8(j百同） 
補 港湾海岸事業

, 351, 028; 977;98 

公 ......・.....・＋・．．．．．．曹司・4・4・園田‘.，‘・，・..園田“.・・4・圃司圃圃圃圃圃圃園田‘・・，， 位3，…089一，一852 （§~~＇. ~f~j …合；；；：·~~ij !..5..~.l. ？..~？.. c&§o需覧） 共
都市計商事業

, 847, 576j 
事 ?., ¥SQ¥5, 6Q~ 5.§Q,.?±9. !.1. 8\5~ ， 9.9} ?..?..1..1. ~.~.？. .！.~出
業 .......・.......・・・・..園田‘－ ..曹司・・・・・・・・・・・ー暗号唱..町...咽咽．．．．．

住宅事業
255, 084 255 084 100出

言十
(42, 635, 815) (19, 965, 513) (40, 080, 696) (9, 823, 694) (94出）
34,594,948 11, 924唱64品 32, 834, 265 9,803,361 95国

道路事業
(9, 440, 166) (492, 000) (11, 201, 666) (119首）

c~＇. ~！~： ~~~j 12,M~：！~~i ＆：~~~ 666 (2, ~＋§： ?.QQ (iJ~o目出） ...............・・・・....・・・4・4・4・4・4・4・・4・・4・......‘・‘・“‘・““’‘ i;657) 39ol 
河川砂防事業

直 ・・4・・・4・.....・－－－ h咽司司，e司”’e，町r・F『町...町.....冒・・・・・・・・・・・＋‘.・・ ~＇c~Et§Hj ？.，（~~k ~66j ±,ci~~： §rr> ？.，？. ~1., .3..9.9. c18~出0覧） 轄
港湾事業

事

mm~~~ ： ~iss {ij:iri6i ｛~~＇. ~ldr ~~Q,99.0.. c18~出0国） 業
白』．弔白』..・．．目』町’‘’・・町砂町b・町b・町b・・・・・・・・・・・・・・・4・6・4・.......ーー．“ーー・..

公園事業
72,640 72,640 10日目

計
(15, 569, 777) (3, 781, 190) (17, 616, 477) (2, 578, 890) (113出）
14, 339, 477 2, 550, 890 14,339,477 2.550 890 10日目

県
建 設 4,654,022 5,050,946 109百

単
・・ー・・”’‘’・・・・4・，.....・・a....・.....・，....・圃園町F暗号曙酔町..咽．町..............・・4・..・4・4・・4・・4・曹司・・・．『可・. ・司’..，，，，咽.......．．・・・・・・・.・.......・4・4・・4・.........e‘... ・.......－ー・.......ーーーー・・ー・ー・・・・・・・・・4・・・4・・・・4・4・4・，...・a圃圃曹司 ー・6・．目』・・6・・・・.・・・........・・・・・・・・・・・・4・“副島副島田島....“....』・・.・・・・A・・..司h・a・.......ー

公
維 持 日， 847,987 11, 955, 090 121弘

共
...............・・・・・・・・・・4・4・4・4・..・4・4・・4・4・・，..a・，......・・.’F咽町酔町酔唱町，..........・..・・4・・4・4・・・・・・・4・・a・・.‘’ ..曹司’咽，， ・・・・・・・・・・町r・・・..・＋‘’............・・・・・4・4・・，.... ‘ι‘・・，．．目』・目』目』・.，晴、，，．・ー・・・・・・・・4・・・4・・“・＂＂島田島‘ー“‘ ・．・...............・，......・e・......’・・ー・・・・・・4・........・・・・・・・・・・・・・・・・，園町酔圃唱

事
調査等 355, 374 373, 121 105世

業
計 14,857, 383 17, 379, 157 117国

メ口芸、 計 （~3, 062, 97~） (23, 7 46, 703) （ ~5, 076, 33~） (12, 402, 584) (l~~百1出） 3, 791,80 4 475‘536 4. 552 89 12. 354 251 

4 :iio:業会計（流域下水道事業）の概要
（単位。千円）

.~ 
令和元年度

令和~予年算度
(6月当初補正予算吉む） 当初

収益的収入（7) 14思 414,520 

収益的支出（イ） 14, 335, 096 

収益的収支差
79,424 

(7) （イ）

資本的収入（り） 8, 316, 837 

資本的支出（エ） 9,026, 740 

うち、建設改良費 6, 025, 667 

｜うち、国土強靭
化分 26,250 

資本的（収ウ）支差
（エ） ど＂709, 903 

※令和元年度当初予算の各欄の（ ）書きは、呂田補正予算に係る平成30年度2月補E予算（国の内示額）を

合算しています。

※令和2年度当初予算の各欄田（ ）書きは、国田補正予算に係る令和元年度2月補正予算計上額を合算して

います。

※国土強靭化分I士、閣の防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策分を示しています。

※令和2年度から三重県流域下水道事業に企業会計を適用します。
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新型コロナウイルス感染症にかかる県土整備部の対応状況について

県土整備部

11 .工事等の執行｜

【方針】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（政府：新型コロナウイルス感染症

対策本部決定）で公共工事の継続性が求められていることから、感染症拡大防止対策

を徹底しつつ、景気の下支えのため公共工事の早期執行を図る。また、受注者から工

事等の一時中止などの申出があった場合は適切な措置を行う。

( 1 ）既契約の工事・業務

受注者からの希望がある場合、 「受注者の責めに帰すことができないもの」として、工

期見直し、請負代金額の変更、工事等の一時中止等の措置を講じる

→工事3件（／約690件）、業務6件（／約450件）の一時中止

（県土整備部、 2/28～ 5/20の累計）

( 2）公告中または今後公告予定の工事・業務

感染拡大防止に万全を期す観点から、総合評価方式のヒアリングを設定しない取組を実

施 C3 I 6～） 

( 3）建設現場等における感染症拡大防止対策

建設現場における「三つの密」の回避等に向けた取組のチェックリストを作成し、各発

注機関に現場における感染症拡大防止対策の徹底を指示（4 /28) 

12.管理施設等の対岡

( 1 ）港湾・海岸・ダム

レジャー目的で県外から人かや訪れる可能性があるため、県土整備部が所管している駐車場の全

箇所閉鎖を実施

〉 港湾舗海岸（4/23～ 16箇所）

〉 宮川lダム（4/23～5/10）、君ケ野ダム（4/24～5/14）、滝川ダム（4/24～5/10)

※一部の海岸で潮干狩り客等が多く訪れることが想定されたため、 4月28日から一部海岸の管理

用道路も閉鎖

※港湾ー海岸については、地元利用の要望を踏まえ河芸地区海岸のみ5月8日lこ駐車場閉鎖を解除

【駐車場閉鎖聡兄（津松阪寄毎岸〉】 【駐車場閉鎖｜苅兄（君ケ野ダム）】
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し

( 3）道路パトロール車等による呼びかけ

建設事務所の道路パトロール車等最大20台を使って移動自粛を毎日呼びかけ（4/27～）

※5月7日以降は、県外からの訪問遠慮等を毎日呼びかけ（～5/14) 

また、県内の国道事務所に対し、音声データを提供し、道路パトロールにおける音声ア

ナウンスによる呼びかけを依頼（4 /28) 
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第三次三重県建設産業活性化プラン

1 概要

地域の建設業は、黒民生活に必要不可欠な社会資本の整備－維持修繕はもとより、池域

の安全 安心や雇用の確保など、重要な役割を担っています。

しかしながら、就業者の高齢化、若年就業者の減少が進行しており建設企業の経営環境

は厳しい状況となっています。新三重県建設産業活性化プラン（以下「前活性化プランj

という。）の取組により、売上高経常利益率の向上など一定の成果はありましたが、将来

の担い手を確保し、建設業が社会資本の整備・維持修繕や災害対応などの役割jを今後も果

たすためには、引き続き取組を進める必要があります。

このため、令和2年3月に策定した「第三次三重県建設産業活性化プランJ（以下 f第

三次活性化プランJという。）により建設業の活性化に取り組みます。

なお、第三次活性化プランは、「みえ県民カビジョン・第三次行動計画Jの期間とあわ

せて、令和5年度までとしています。

2 取組方向

建設業の活性化のためには、将来にわたり地域の建設業の担い手を確保していくことが

重要な課題ととらえ、働き方改革の視点を踏まえて、前活性化プランに引き続き入札・契

約制度の改善を中心に取組を進めます。

また、発注者間の連携を強化するために設置した中部ブロック発注者協議会三重県部会

において、第三次活性化プランの趣旨を市町へ毘知し、協働して取組を進めていきます。

3 令和2年度の主な取組

( 1 ）取組1 担い手確保や労働環境改善の取組

建設業の最優先課題である担い手確保や長時間労働の是正、労働者の処遇改善などの

労働環境改善の取組を進めます。

【主な施策｝

①若手入職者確保育成（定着）の支援

・建設企業と教育機関との連携の支援

．建設業の魅力発信の支援

②長時間労働の是正と労働環境改善

－週休二臼制工事の拡大

z 適正な下請契約の促進

(2）取組2 生産性向上への取組

担い手不足を補い、建設業を持続可能とするため、情報通信技術の活用等による生産

性向上の取組を進めます。
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【主な施策】

①生産性の向上

－施工時期の平準化

②建設現場での情報通信技術の活用

IC T活用工事の推進

(3）取組3 技術の承継や新技術の活用に向けた取紐

社会資本の整備や維持修繕の担い手として期待される役割が将来にわたり果たされ

るよう、技術や技能の承継や新技術の活用に向けた取組を進めます。

【主な施策】

①若手技術者の登用の促進

－入札契約制度の改善

②新技術 ('I育報通信技術等）の活用

ICT 活用工事の推進【再掲】

(4）取組4 地域維持や災害対応への体制強化の取組

維持修繕業務や災害時の緊急対応など、地域の安全圃安心を確保する体制強化の取組

を進めます。

【主な施策】

①地域維持への体制強化

・地域維持型業務委託・工事の改善

②災害対応への体制強化

且複数の建設企業による災害対応訓練への支援

(5）取組6 適正な利潤の確保や安定経営への取組

建設業が将来にわたり存続できるよう、適正な利潤の確保や安定経営に向けた取組を

進めます。

【主な施策】

①適正な利湿の確保

－ダンピング受注の防止

－適正な予定価格の設定と適切な設計変更

②計画的な入札参加の促進

司発注見通しの改善

③受注機会の確保

－入札契約制度の改善
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入札・契約制度

1 現状

公正性、透明牲を確保しつつ、「公共工事の品質確保の促進に関する法律J（以下「品確

法j という。）の基本理念である「現在及び将来の公共工事の品質確保並びにその担い手

の中長期的な育成 z 確保等Jを実現するため、入札圃契約制度の適正な運用開改善に取り

組んでいます。

( 1 ）入札・契約方式

建設工事の入札・契約方式は以下のとおりです。

入札圃契約方式 適用

一般競争入札 WTO対象工事（※）

一般競争入札
条件付き一般競争入札 建設工事の入札全般

指名競争入札 理i量・設計等業務委託など

随意契約 緊急を要する工事など

※ WT O対象工事と！立、世界貿易機関政府調達協定に基づき設計金額が1,500万 SDR(23億円）以上田ヱ事をいう。

(2）予定価格

三重集会計規則に基づ、き、契約金額の上限基準となる予定価格を設定しています。

(3）落札者の決定方式

①価格競争方式

予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする方式です。

＠総合評価方式

価格と品質の両方を評価することにより、総合的に優れた者を落札者とする方式で

す。

(4）最低制限価格制度

契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときに基準とな

る価格（最低制限価格）を設定し、これに満たない価格で入札した者を失格とする制度

です。建設工事では、価格競争方式の案件に適用しています。

(5）低入札価格調査制度

契約の内容に適合した履行を確保するため、基準となる価格（調査基準価格）に満た

ない価格で入札した者に対し、その価格によって契約を履行できるか否かを調査し落札

者を決定する制度です。建設工事では、総合評価方式の案件に適用しています。
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(6）三重県建設工事等入札参加資格

本県が発注する建設工事の入札に参加するためには、以下の①～③を満たす必要があ

ります。

①建設業法第3条に基づく建設業の許可を受けていること

②同法第27条の 23に基づ、く経営事項審査を受けていること

③三葉県建設工事等入札参加資格者名簿に登録されていること

(7）三重県建設工事発注標準【表－ 1】［図－ 1]

本県では、「建設工事」のうち、以下の6業種について格付けを行っています。

土木一式工事 IA～cl建築一式工事 IA～cl電気工事 iA、B

管ヱ事 A、B i舗装工事 A、B I i豊富工事 IA、8

格付けは、経営事項評価点数・技術等評価点数を加算した総合点および1級技術者数

からなる格付基準により行っています。

格付けに応じて、発注する工事の設計金額の入札に参加できる基準を f三重県建設工

事発注標準j として定めています。

(8）資格（指名）停止措置

三重県建設工事等入札参加資格者名簿に登録された者が、法律に違反するなどの行為

により、契約の相手方として不適当であると認めた場合、期間を定めて入札に参加させ

ない措置を行います。

2 取組方針

品確；去に基づく「発注関係事務の運用に関する指針j及び「第三次三重県建設産業活性

化プラン」に基づ、き入札・契約制度の適正な運用盆改善に取り組んでいきます。

3 令和2年度の主な取組

( 1 ）入札・契約制度の適正な運用

各種制度の屑知徹底、入札等監視委員会の審議圃確認など入札’契約制度の適正な運

用を行います。

(2）予定価格の事後公表

適切な見積りを行わずに入札に参加する建設企業の排除とくじ引きの抑制対策とし

て、予定価格の事後公表を引き続き試行します。
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三重県建設工事発注襟準表－ 1

〔土木一式工事〕

区分 設計金額 格付基準

①総合点、 840点以上

A 3, 000万円以上 ② 1級技術者5名以上

（うち3名の公共工事の主任技術者の実績）

2, 000万円以上
① 総合点 760点以上

B ② 1級技術者2名以上
7, 000万円未満

（うち 1名の公共工事の主任技術者の実績）

c 2, 500万円未満 上記以外のもの 〆

総合点＝経営事項評価点数＋技術等評価点数

※技術等評価点数＝①工事成績による点数

②資格（指名）停止期間による点数

＋③環境マネジメントシステム導入による点数

＋④品質管理マネジメントシステム導入による点数

十⑤契約後任制度提案採用件数による点数

法と方注発図一 1

管内Cランク

（条件付き一般競争入札）

管内8ランク

〔土木一式工事〕

県内Aランク

（特定JVを想定）
県内Aランク
1, 000点以上

管内Aランク

（特定JVを想定）

一
般
競
争
入
札 管内Aランク

'L 
参加資格要件

公共工事、同種工事、地域条件‘工事成績、

llG置予定技術者等

県外業者Aランウ
（特殊工事等JV) 

W
T
O
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総合評価方式

1 概要

「公共工事の品質確保の促進に関する法律J（以下「品確法Jという。）において、公共

工事の品質は、「経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が

総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならないjと規定さ

れており、公共工事の品質確保のための主要な取組として総合評価方式の適用を掲げてい

ます。

三重県では、品確法の趣旨を踏まえ平成 19年度から総合評価方式を導入しています。

( 1 ）総合評価方式の対象

【建設工事】

①土木一式工事： 5千万円以上

②建築一式工事： 1億円以上

③舗装・橋梁上部工・法面処理工・海洋土木工事： 3千万円以上

④上記①から③に該当しない工事： 7千万円以上

また、平成 30年度からは、土木一式工事の一部で、 3千万円から 5千万円を対象と

した特別簡易型総合評価方式を試行。

【測量業務】

① 1千万円以上のすべての業務

② 5百万円以上で、難度の高い業務

【設計業務｝

① 3百万円以上で、概略・予備・基本設計などの業務

② 5百万円以上で、業務区分が標準的な業務、高度な業務、難度の高い業務の設計

業務

＜令和元年度実績＞

・建設工事：全発注件数約 1,200件のうち 443件で総合評価を実施

．測量・設計業務：全発注件数約 700件のうち 141f牛で総合評価を実施

(2）建設工事における総合評価方式の型式

①簡易型（予定価格 12億円未満）

②標準型（予定価格 12億円以上）

③高度技術提案型（標準型のうち、高度な技術提案を必要とするもの）

、←

トー
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( 3 ）建設工事における落札者の決定方法

総合評価方式では、入札価格と各評価項目の評価に応じた加算点により評価値を算定

し、評価値の最も高い者を落札者としています。

＜建設工事における評価値の算出式＞

評価値＝
（標準点＋加算点）

入札価格

標準点 (100点）
加算点：衛易型（10～25点）
加算点：標準型（35点）

(4）建設工事における評価項目の配点内訳

土木一式工事（簡易型B）における評価項目の標準の配点は、次の表のとおりで

す。

全体に占

配点 める割合 主な評価対象実績

（%） 

地域精通度・貢献
37 17 

本店所在地、災害協定の訓練実績等

度

社会貢献度 15 7 男女共同参霞活動実績、障がい者雇用実績等

企業の技術力等 58 27 企業の工事実績、工事成績等

技術者の能力
25 12 

配置予定技術者の工事実績、 Cp D実績（＊）

等

技術提案等 80 37 技術提案、ヒアリング

換算前加算点満点 215 100 

加算点満点 20 換算前加算点（215点）を加算点（20点）に換算

（キ） c p D：技術者の継続教育

2 取組方針

「品確法」及び「第三次三重県建設産業活性化プランjに基づき、引き続き総合評価方

式の改善を図りながら適用していきます。

3 令和2年度の主な取組

入札参加者や学識者の意見も罰きながら、公平性・透明性の確保ができるよう、状況の

変化に応じた制度の改善に取り組んでいきます。
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土木一式工事における総合評価方式令和2年度標準案

【令和2年6月1日以降標準案1

技鰯1テ街.ー提裂マ案' 

大項毘 中項呂 ，，、項呂 標準篇的（易案私霊）問B点 評価基準＂点等の設定の考え方

本店等所設地 10 

地按精通産 15 

に施お工ける箇工所事地実域績 5 

雪氷対策元議実績 5 

絶ー縁賃精献温度度 小規模業務委託元請実緩 5 

地犠貢献度 公共施設美化活動実績 3 2日2

災害協定の評価 9 の宗県協と及定のび災9県点害以協外定とので、災協害定協締定結3後点S年以上の継続した伝達訓練を行っている団体と

次控代育成支援活動実緩

男女共同参画活動実績 鶴点・~す）項5項る目取目（『組次1実0世績点代、Jl4、を項「実男目績女9等共点項同、店期3数項J、に目「よ障8りが点評い、価者2項J、目「1:0点14001( M-EMS)J「人権に
1項目：5点、左記以外：B

企
障がい者雇用実績 10 10 

貢社献会度 役会責絃度

3泉（鏡ISマ0ネ14ジのωメ認1ン、箆トMシ－EスMテS)ム
業

人権lこ関する取組実績

の

県内企業による施工 5 5 11日

能
工事実緩 評価対象工事の実績 20 

J 

カ

議…摺界容i量j鴻…耳鳴遜警一苦E堅言宥実F；：一~＝~：跡r…J事~＝
135 

等

工事成緩 申告工事成績点又ま総合点 " 48 
の・国工交事省成中績部評地定方平整均備点局を又評は価国主審近畿地方整備局が前年度公表している最新

技企術業力の等

い・X上（場E9記7合~三は4点重0、以点県入上未の札満工公5事会点成0日、点績時＂i4点点0及の点び盛～国設97交工0省事点が等未公入満表札し参｛て総加い合資る点格工－者事8名成4簿0績）の評／総定（9合平7点0均を－点評8が4価な0) 

品質マネジメンt 品質マ（ネ隠ジの0メ認90ン誕切トSシ｝ステム 3 

労衛働生安管全理 労働安シ全ステ衛ム生のマ認ネジ証メント 5 

受注工率直 契土1約木級公叡一筏共2式術機子工者関5事百1等人万の発あ契阿注た約以のり済上の額の JO 10 円－何受）千注x万工1円0事／未高1満を億：ベ円1ー0、点ス1憶と、5し5千た千万評万円価円か以ら上1：億G点5千）万円来満・10ベ受注工事高司5千万

毘者置の予工定事技実鰐績 現場主代任理（監人理と）し技て術の者工又事I実ま靖 20 

技の者力術能 技の術能者力
配者震の予資状定格況技保術有 土交号設す通のる衛1級大イも士との建震寓1と設が級認等機建土定以械設木上し工業施たの技法者工能土第の管カ1資理覆5を条格技有土2 

25 25 
・予設定定時価格の標8千準万記円点未5満点の場合は評価

毘者鐙のJC継楓予P続定度D銭学〉術習 酷続学習制度の単位取得状況 5 

後提術案 設術提案 施発工注上者留項が意目指すに定べつすきいる課てテ題ー左マ対E策 60 －目提項項請1テ案求目目ーを毎毎にマ求回応IこあめSじ点た段項るをり階項粛目3評毎項目毘傾内の医の容結重を果要全（度点て等数明に）示を応遜じて知設定し明示

提役等案術 BO so BO 

リヒンアグ ヒアリング ヱ配事監置予寝能定技力術の者確の認等 20 ・5設鶴野備

（標準点 100点｝＋加算点 20点換算 215 

換算
20.点00 ｛誕換算時‘小数3位切り捨て）
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公共事業評価制度

1 概要

公共事業の実施プ口セスの公正性ー透明性を確保し、事業を適正に実施するため、

事前評価・再評価 z 事後評価の各評価システムを一体的に機能させた評価サイクルを構

築しています。

( 1 ）事前評価

「公共事業事前評価システL.jにより、効率的剛効果的な社会資本整備の実現を図る

ために、事業実施前に公共事業の必要性とその効果について客観的な評価を行い、公共

事業の実施を決定したプロセスの透明化を図っています。

( 2）再評価

「公共事業再評価システムjにより、事業着手後一定期間を経過した事業等を対象に、

事業継続の適否を評価しています。評価の妥当性については、三重県公共事業評価審査

委員会に諮り、委員会の答申を踏まえ、事業継続の適否を決定しています。

( 3 ）事後評価

「公共事業事後評価システム」により、事業完了後一定期間を経過した事業を対象に、

事業の効果や局辺環境への影響等を確認し、評価しています。評価の妥当j性については、

三重県公共事業評価審査委員会に諮り、委員会の答申を踏まえ、今後実施する事業の計

閉または実施中の事業への反映に努めています。

2 取組方針

引き続き、公共事業の公正性及び透明性確保のため、事業評価を実施します。

3 令和2年度の主な取組

( 1 ）事前評価

令和3年度の事業実施予定箇所について、事前評価を実施します。

(2）再評価

道路事業、河川！事業、下水道事業など 14事業の評価を実施し、委員会の審議を受け

る予定です。

( 3）事後評価

道路事業など2事業の評価を実施し、委員会の審議を受ける予定です。
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三重県公共事業評価制度

三重県公共事業評価サイクル

透明性の確保客観性の礁保

唖圏一部品副みg醐臨調

い静物駒偽彬物拘匂匂々

事業内容の検討

（長期計画・政策目標・地域要望等）

・年度当初の「事業実

施予定筒所の公表j

公共事業事前評価システム 111：：併せて評価結果を
け公表

T 頃信話事号ご子行よ之ザ？ .. ツ t令、宗安定苛言”ー Lニニニ

※次年度において実施予定の事業を対象に評俄

．事業着手前に事業効果を客観的に評価ム

・費用便益分析を基本に、戦略性・緊急性等を加えた総合評価に

より優先度の明確化

・予算フレーム等を勘案し、「事業実施Jか「保留jを決定

次年度以降新規評価毎年度継続評価

－評価審査委員会を

公開

E 議事録等をHP等

にて公表

公共事業再評価システム

※事業着手後一定期間を経過して、未着手や継続中の事業、再

評価実施後一定期間（概ね5年）を経過した事業等を対象に評価

一再評価の内容ー

①事業の進捗状況がどうか

<2:事業を巡る社会経済状況等の変化があるか

③事業採択時の費用対効果分析の要因の変化、地元意向の変

化等があるか

④事業の進捗見込みはIiうか

⑤コスト縮減の可能性や代替案立案の可能性の検討

再評鑓

事業完了

－評価審査委員会を

公開

ョ議事録等をHP等

にて公表

公共事業事後評価システム

向
種
事
業
の
計
画
等
へ
反
政

事後評価

※事業完了後一定期間（概ね5年）を経過した事業を対象に評価

一事後評価の内容ー

①事業効果ほどうか

②事業の環境面への配慮及び事業による環境の変化があったか

③事業を巡る社会経済状況等の変化があったか

④県民の意見はどうか

⑤今後の課題等

一
師
会
汐

l
l
l／

の
眠
I
l
l
l
L

果

、

約

一

結

一

一

値

切

一

評
－
E
4
1
1
1
1
1し
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工事検査

1 検査の目的

三重県が発注した工事が完成し、その代価を支払う際には、契約どおりに工事百

的物が完成しているか確認する必要があります（地方自治法第 234条の 2）。

そのため、工事完成後、または必要に応じて施工途中に工事検査を実施します。

2 検査の対象

工事検査は、副知事を本部長とする「公共事業総合推進本部」の所掌事務として、

中立“公正な立場で、農林水産部 黒土整備部等の知事部局、企業庁、病院事業庁

及び教育委員会が所管するすべての建設工事及び測量・調査・設計業務を対象に行

います。

3 検査の種類

工事検査の種類は次のとおりです。

( 1 ）完成検査

工事の完成を確認するための検査です。

( 2 ）出来高部分検査

工事の完成前に代価の一部を支払う必要がある場合などにおいて、その出来高

を確認するための検査です。

( 3 ）中間検査

工事の完成時には確認できなくなる部分等について、工事の施工途中で、施工

済部分を確認する必要がある場合に行う検査です。

4 実施方法

工事検査は、次の 3つの方法により、三重県建設工事検査規則に基づいて実施し

ています。

( 1 ）委託検査

現地で行う実地検査を外部委託し、完成認定を県が行う検査です。

実地検査については、「公共工事の品質確保の促進！こ関する法律jに基づき公共

工事発注者支援機関として認定された公益財団法人三重県建設技術センターへ業

務委託しています。実地検査員としての資格を有する陪センター職員が、施工状

況や工事目的物の出来形・品質などの確認を行い、その後、県の工事検査担当職

員が、この実地検査報告を精査し、工事の完成認定を行います。
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( 2 ）直営検査

工事検査担当の職員が直接行う検査です。

電気機械設備－営繕工事等は、年間の検査件数も少ないことから、県が直接検

査を行います。

( 3 ）臨時検査員検査

工事検査担当職員以外の職員から任命した臨時検査員が行う検査です。

工事検査が同日に多数重なり、委託検査で対応できない場合に行います。

なお、検査対象工事に関係する課以外の職員が検査を行い、公正性を確保して

います。

5 検査実績

（単位：件）

委託検査 直営検査 臨時検査員検査 i¥- 言十

平成 29年度 2. 2 9 1 2 9 0 3 8 5 2. 9 6 6 

平成 30年度 2. 3 7 6 2 5 0 452 3. 0 7 8 

令和元年度 2. 2 2 6 3 2 0 347 2. 8 9 3 
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幹線道路網（高規格幹線道路・直轄盟道）の整備

1 現状

県内の高規格幹線道路の整備は、令和元年度に、新名神高速道路の亀山西Jc Tにおい

て名古屋方面と伊勢方面を結ぶランプウェイが完成し、東名仮自動車道とのダブルネット

ワーク機能強化が達成されました。また、東海環状自動車道の養老 ICから北勢 IC （仮

称）間の関連見通しが令和8年度、令和3年に開催される「三重とこわか国体 E 三重とこ

わか大会」会場へのアクセスルートとして期待される熊野尾鷲道路（立競）の開通見通し

が令和3年夏頃と、それぞれ公表されました。さらに、紀勢自動車道の暫定2車線区鶴の

うち、大宮大台 ICから紀勢大内山 ICの一部区間の4車線化が決定しました。

直轄国道においては、未事業化区間であった国道 23号鈴鹿四日市道路が令和2年度に

新規事業化されるなど、幹線道路網の着実な整備が図られています。

なお、主な事業の進捗状況は、次貰に記載しています。

2 取組方針

・産業活動や観光交流の拡大に伴い増加する交通需要への対応や交通渋滞の解消、地域の

さらなる安全 E 安心の向上等をめざし、引き続き幹線道路網の整備促進を図ります。

重事業中区閣の整備促進や開通見通しの早期公表にコいて、関係市町や民間企業、民間団

体と連携し、引き続き思等に対し働きかけていきます。

3 令平日2年度の主な取組

圃東海環状自動車道、紀勢自動車道（4車線化）、熊野尾鷲道路（II期）、熊野道路、紀宝

熊野道路及び新宮紀宝道路の高規格幹線道路や、国道1号北勢バイパス、国道 23号中

勢バイパス、国道1号桑名東部拡楢（伊勢大橋架替）、国道 23号鈴鹿四日市道路などの

直轄国道の整備促進を図る取組を推進します。

－熊野道路、紀宝熊野道路及び新宮紀宝道路については、用地取得や埋蔵文化財調査の事

業調整を県土整備部近畿道紀勢線推進プロジェクトチーム（県 10人、市町派遣3人、

土地開発公社2人）が国や関係市町等と連携して取り組み、事業促進を図ります。

－国道1号北勢バイパス（国道 477号バイパスまでの区間）及び国道23号中勢バイパス

（鈴鹿（安塚）工区）の開通見通しの早期公表に向けた取組を推進します。

z 県内外の交流 z連携を広げるため、道路ネットワーク機能の強化をめざし、鈴鹿亀山道

路、名神名阪連絡道路の事業化に向け、国等と連携して調査・検討を進めます。

5-1 



＜主な事業の進捗状況＞ 令和2年3月末時点

事業名 事業主体 事業概要
用地進捗

備 考
事業進捗

① 

東海環状自動率道
国 99%※ 

（北勢 ic （仮称）～大安 lC) 
（北勢～四日市）

中日本高速
L= 14. 4km 

94%※ 
令和6年度開通見通し

L二6.6km 

東海環状自動車道
国 92%※ 

（養老 IC～北勢 IC（仮称））

（養老～北勢）
中日本高速

L= 18. Okm 
17%※ 

令和B年度開通毘通し

L=18. Okm 

② 

紀勢自動車道（4車線化）
100% 

（大宮大台 IC～紀勢大内山 IC
（勢和多気JCT～紀勢大内山 IC) 中日本高速 Lニ 6.2km の部）

③ 

令和2年度事業化

国道42号
L二 5.4km 

100% 令和3年夏頃開通見通し
熊野尾鷲道路（lI期） 国

81% L=5. 4km 

④ 

国道42号
国 L= 6. 7hm 

85% 
熊野道路 13% 

⑤ 

国道42号
L= 15. 6km 

。% 令和元年度新規事業化
紀:i'.熊野道路 霞

1% 令和2年度用地買収着手

⑥ 

国道42号
L= 2. 4km 

98% 
新宮紀宝道路 国

37% 

⑦ 

国道1号桑名東部拡幅
匿 L= 3. 9km 

61% 
44% 

③ 

国道1号北勢バイパス
国 し＝ 21‘Okm 

82% 
67% 

⑨ 

国道1号関バイパス
霞 L= 2. 5km 

96% 
67% 

⑬ 

国道23号
国 し二 7. 5km 令和2年度新規事業化鈴鹿四日市道路

⑪ 

国道23号中勢バイパス
国 Lニ33.8km 

100% 
91% 

⑫ 

国道42号
国 Lニ 1L 9km 

100% 
松阪多気バイパス 88% 

⑬ 

※湿のみの進捗率
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県管理道路の整備

1 現状

県管理道路については、バイパス整備や現道拡幅など、の抜本的な整備に加え、待避所の

設置など柔軟な対応を織り交ぜながら計画的に整備を進めています。また、緊急輸送道路

等の橋梁耐震対策を進めています。

令手口元年度は以下の箆所を供用しました。

( 1 ）抜本的な整備

・全線供用

国道 169号土場バイパス（熊野市）、県道四日市関線（鈴鹿市）、県道嬉野美杉線

（松阪市）など7箇所

・部分供用

国道 166号図引バイパス（松阪市）、県道上浜高茶屋久居線（津市）など7箇所

(2）柔軟な対応

県道平津菰野線（四日市市、菰野町）、県道南島大宮大台線（j苓伊勢町）など6箇所

の供用

(3）橋梁耐震対策

国道 306号〔奥郷橋〕（菰野町）、黒道紀宝川瀬線〔相野谷橋〕（紀宝町）などの橋梁

12橋の耐震化

2 取組方針

( 1 ）整備方針

高規格幹線道路や蓬轄国道の整備効果を最大限に生かす道路ネットワークの形成、安

全性・利便性の向上、産業・l観光振興や地域関連携・交流の活性化、沿道地域の生活環

境の保全などに資する道路の整備を進めるとともに、「三重とこわか国体・三重とこわ

か大会J会場へのアクセス道路の整備を進めていきます。併せて、整備効果が早期に発

現できる柔軟な対応として、待避所の設置や部分的な改良などにも取り組んでいきます。

また、地震災害発生時の救助活動や、支援物資の輸送機能を確保するため、緊急輸送

道路等の橋梁耐震対策についても計画的に進めていきます。
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( 2）整備手法

道路整備は、国の補助事業や交付金事業を最大限に活用できるよう国の施策！こも注

視しつつ整備を進めます。

橋梁耐震対策は、「防災・減災、国土強靭イヒのための3か年緊急対策Jに位置付けら

れた箇所の着実な推進と併せて、令和2年度に新たに議lj設された国の補助事業も積極

的に活用して整備を進めます。

3 令和2年度の主な取組

令和2年度に供用を予定している主な笛所は以下のとおりです。

( 1 ）抜本的な整備

・全線供用

県道四日市菰野大安線（菰野町）、県道六軒鎌田線（松阪市）、県道磯部大王線志

島バイパス（志摩市）など 12筒所

・部分供用

県道木曽岬弥富停車場線（木曽岬町）、 県道大台宮Ill線 （大台町）、県道伊勢大宮

線（大紀町）など 11箇所

(2）柔軟な対応

祭道神戸長沢線（鈴鹿市）、県道志美杉線（津市）、県道中津浜浦五ケ所浦線（南伊

勢町）、県道七色峡線（熊野市）など7箇所の供用

(3）橋梁耐震対策

県道桑名東員線〔新嘉例J11橋〕（桑名市）、県道伊勢磯部線〔j薦問橋〕（伊勢市）など

の橋梁23橋の耐震化
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道路の維持管理

1 道路施設の現状

県管理道路の路線数、実延長 (H31. 4. 1現在）

種 5.l!J 路線数 実延長（km)

国道（県管理） 20 801. 0 

県道 306 2 657. 5 

思道ぽ県道計 326 3 458.5 

主要な道路施設の内訳

種 別 j橋梁 トンネル
横断

歩道橋
シ工ツド

施設数 4. 228 127 103 22 

2 取経方針

CH31. 4. 1現在）

大型 ！ 門型
力｝~／＼. －ト i標識

44 21 

道路利用者が安全 a 安心－快適に通行いただけるよう、道路施設について、計画

的な点検、修繕を行うなど、適切な維持管理！こ取り組みます。

( 1 ) .定期点検（ 1回／ 5年）の実施

( 2 ）定期点検結果に基づ、く修繕

(3）市町職員への技術的サボ…ト

(4）住民参加による維持管理の推進

( 5 ）新たな財源確保の推進

( 6 ) f防災－減災、国土強靭化のための 3か年緊急対策Jの活用による、のり罰等

の防災対策、道路冠水対策等の推進

3 令和 2年度の主な取組

( 1 ）定期点検（ 1回／ 5年）の実施

橋梁 853橋、大型カルパート 41基

( 2 ）定期点検結果に基づく修繕

過年度の定期点検結果で修繕が必要となった施設の修繕工事

橋梁 35橋、 トンネル 24本、横断歩道橋 2橋、シエツド 1基

( 3 ）市町職員への技術的サポート

三E重県道路インフラメンテナンス協議会や様々な研修会を活用した市町職員へ

の技術的サポート
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交通安全対策

1 現状

( 1 ）通学路交通安全プログラム

平成25年から道路管理者、県警察、教育委員会及び学校等が連携して「通学路交

通安全プログラム」の策定を進め、平成28年度より危険箇所の対策を重点的に実施

しています。

( 2）事故危険箇所

平成29年 1月に国が指定した「事故危険箇所jに基づいて、県警察と連携した交

通事故対策（路面標示、交差点改良、標識設置等）を実施しています。

( 3）区高線引き直し

県管理道路における区画線については、極めて剥離が進んだ区画線（剥離度N)

が約1,400kmあったことから、平成30年7月に引き直しの基準を作成し、優先度の

高い箇所から引き直しを実施しています。

平成30年度は約360km（舗装修繕等による区画線の引き穫しを含む）、令和元年

度は約500km（見込み）の引き直しを進めました。

また、道路管理者と県警察がそれぞれ設置、管理する区画線と道路標示等につい

て、令和元年度は、同時施工46箇所と 体施工3箆所を実施しました。

(4）園児等移動経路の安全対策

令和元年5月に滋賀県大津市で発生した閤児死亡事故を受け、県内すべての保育

所等を対象に実施した、園児の圏外活動における移動経路と危険箇所を把握するた

》 めの県独自調査の結果等に基づき、関係機関（各道路管理者、地元警察、保育所等

担当部署等）が連携し、令和元年9月末までに県内すべての危険筒所で緊急安全点

検を実施しました。

その内容を精査した結果を踏まえ、県管理道路については、 1臼当たりの交通量

1万台以上の交差点（※） 80箇所、 1万台未満の交差点等159箇所の合計239箇所に

おいて安全対策を実施しています。

※滋賀県大津市で発生した菌児死亡事故発生場所の状況やその後の滋賀県の取組も参考

に 1日当たりの交通量 1万台以上の交差点在最優先箇所として抽出
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2 取組方針

( 1 ) f通学路交通安全プログ、ラムj については、 PDC Aサイクル（合時点検の実

施、対策の検討、対策の実施、対策効果の把握、対策の改善＝充実）の取組を推

進します。
通学路の安全確保に向けたPD C  Aサイクル

Plan （ 合同点検の実施、 － 

Action パ,.i¥ 対策の検討 ／でy D 

（対策の改善＝充実〉ウ＼ ノナ（ 対策の実施 〉

Ghe:C対策効果の抱握 Y ·~~~~時開
ill't n署U）刀フー－1r; e℃C 

( 2）県管理道路の「事故危険箆所J26箇所については、交通事故対策の令和2年度

の完了を回指し取組を推進します。

(3）区薗線の引き直しについては、極めて剥離が進んだ区画線（議lj難度N）約

1. 400kmの令和2年度末までの引き直し完了を巨指し取総を推進します。

(4）菌児等子どもが日常的に移動する経路の安全対策は、県が対策を実施する239

箇所について、令和2年度の完了を回指し取組を推進します。
、

3 令和2年度の主な取組

( 1 ) 「通学路交通安全プログラムj に基づ、き、 31筒所の歩道整備を実施する予定で

す。（うち、令和2年度完了予定箇所4箇所）

( 2) ［事故危険箇所Jで県が管理する 26箆所のうち、残る 1箇所で対策を実施する

予定です。

( 3）極めて剥離が進んだ区画線（剥離度N〕約 1.400 kmのうち、残る約 540kmの区

直線の引き直しを完了させる予定です。なお、引き直しに当たっては、国、市町及

び県警察とより一層の調整・連携を図り、同特施工や一体施工に努めます。

また、区闘線の剥離状況の調査を行い、引き続き、県管理道路における区画線の

適切な維持管理に努めていきます。

(4）県管理道路における園児等子どもが日常的に移動する経路の危険箇所239街所

のうち、未対策笛所124箇所について安全対策を完了させる予定です。
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河川iの整備

1 施設整備

( 1 ）洪水防止対策

①事業目的と取組方針

近年、局地的な集中豪雨や台風の大型化に伴う豪雨が頻発化・激甚化して

おり、浸水被害から県民の生命と財産を守るため、河川施設の整備を進めて

います。

県管理河川においては浸水被害の防止＝最小化のため、令和 2年度が最終

年度となる f防災・減災、国土強靭化のための 3か年緊急対策」を穣極的に

活用し、集中的に河川整備を進めていきます。

②令和2年度の主な取紐

員弁J11 （桑名市）、三滝JII （四日市市）、及び三渡JII （松阪市）など2干河Jh
で河J11改修事業を実施します。特に相JII （津市）、神内Jll（紀宝町）、木津川

（伊賀市）においては「大規模特定河川事業Jを活用していきます。

( 2）地震’津波対策

①事業回的と取組方針

南海トラフ地震の発生が懸念されている中、大規模地震発生後の津波等に

よる浸水被害を軽減するため、河口部の河川堤防や大君主水門等の地震・津波

対策を進めます。

②令和 2年度の主な取組

鍋田川河川堤防（木曽岬町）や井戸J11樋門（熊野市）など7河川で耐震化

対策を実施します。

2 住民の避難に資する取組

①事業目的と取組方針

平成 27年関東・東北豪雨や平成 30年7月豪雨、令和元年東日本台風など

頻発化・激甚化する水害を踏まえ、「施設の能力には限界があり、施設では防

ぎきれない大洪水は必ず発生するものJへと意識を変革し、社会全体で備え

る「水防災意識社会」の再構築が急務となっています。

「水防災意識社会j の再構築として、県、市町等で構成する大規模氾激減

災協議会等を県内 10の圏域で設置して、減災のための昆標を共有し、住民の

避難に資する取組などを一体的、総合的に推進しています。

②令和2年度の主な取組

「水防災意識社会j の再構築の主な取組として、洪水浸水想定区域図の作

成、簡易型河川敷視カメラの設置などを推進します。

洪水浸水想定区域図については、令和元年度末までに 109河川で作成済で

あり、令手口2年度は、水位周知河川以外の 20河川で作成します。

また、簡易型河川監視カメラについては、水位沼知河J11の38箇所に設置し

ます。

なお、危機管理型水位計については、令和元年度末までに 211基の設置が

完了しました。
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3 河川堆積土砂撤去等

早期に河川の流下能力を回復させ、洪水時の被害軽減のために、河川事業や砂利

採取制度、災害復旧事業を活用して、引き続き堆積土砂の撤去及び雑木の伐採に取

り組みます。また、新たに創設された f緊急没深推進事業」を活用することにより

更なる加速を図ります。

実施にあたっては、関係市町と実施箇所の優先度を検討するなど、連携して取り

組みます。

また、堆積土砂撤去の結果及び実施（予定）箇所については、県のホームページ

で段階的に（ 7月、 10～12月、 1月）公表します。

4 災害復IB

令和元年！ま、 9Rの北勢地域を中心とした豪雨及び東日本台風等により 153箇所

の災害が発生しました。現在、早期復｜尽に向けて工事実施中であり（農繁期等の実

施時期調整が必要なものを除く、令手口2年4月末の契約率87%）、早期完成に努め

て行きます。

なお、平成30年に発生した災害のうち、未完成の2箆所についても、早期完成に

努めます。 t

J 

、
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令和2年度集の主な河Jll改修事業の予定

ロ山除川排水機場延命化

［直轄］木曽三J11）司川改修

0員弁)If河川改修

0女朝明川河川改修

0芥JII j可JI！改修

0大椋JII 河Jll改修

0育大内山JII 河川改修

ロ鍋回JI！上流排水機場延命化

0前JI!河JI!改修

0 A奥J11津波対策

A岩本樋門耐震対策

ム鍋IIIJI！下流排水機場地震高潮対策

ム鍋田JI！下水門地震直潮対策

ヲk~鎖国 JI！地震高潮対策

0三滝川河川改修

【痘轄］鈴鹿川jij]川改修

ロ釜麗Ill排水機場延命化

Oム堀切JlljilJJll改修

ロ堀切Ill排水機場延命化

0貴志受茂川河川改修

0宵安濃HI（岩田JI！）河JI!改修

0相JII河川改修

［霞轄］雲出川淘川改修

O女三渡川河川改修

［直轄］櫛田J11）苛J11改修

【霞聖書］宮川j司川改修

0大桧尻川河川改修

O汁谷川j可川改修

0女五十鈴JI！河川改修

決ム井戸川樋門 1号地震高潮対策

女O志原fll（産田HI）河川改修
ム市木溺止樋門耐震対策

0神内J.11河川改修

｛直轄］熊野川沼J11改修

0女熊野川河JI！改修

凡例
【直轄］ 直轄｝可JII事業 [8】

ci 河川i改修事業 【21]

女ー国土強靭化対象事業 【14]
~ 地震・津波対策 【7]

口・延命化事業 【5]
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＼ 

2 ダム事業

( 1 ）事業百的と取組方針

県土整備部では、洪水持の河川水位を低下させ下流の浸水被害を軽減すること

を目的jこ、 3つのダムで洪水調節を行っています。

管理者 名称

宮Jllダム（大台町）宮J11水系宮J11 
重県（県土整備部） 君ヶ野夕、ム（津市）雲出J11水系八手俣JJI 

滝川ダム（伊賀市）淀川水系滝川

また、 1つのダムを建設中です。

管理者 名称

鳥羽湾内ダム（鳥羽市）

加茂JII水系鳥羽河内川

国土交通省及び独立行政法人水資源機構は、県内で 3つのダムで洪水調節を行

三重県（県土整備部）

っています。

管理者 名称

国土交通省 は蓮ちすダム（松阪市）櫛田JI17.k系蓬川

（独）水資源機構
し青よう蓮れん寺じダム（名張市）淀川水系脊蓮寺J11 

止長品夕、ム（名張市）淀川水系名張川

また、 1つのダムを建設中です。

管理者 ｜ 名称

（独）水資源機構 I 川上ダム（伊賀市）淀川水系前深瀬川

なお、三重県外において、三葉県に関係する、 1つのダムを建設中です。

管理者 I 名称

国土交通省 町っ津
ぉ
否

や

1

、
J

’’’ 町
ヰ一間ι御黒白

早
川

岐

曽
（
木

ム
系

ダ
水

山
一
川

丸
曽

新

木

可

( 2 ）令和 2年度の主な取紐

－鳥羽河内ダムは、令和 10年度の完成に向けて用地買収、ヱ事用道路工事を計画

的に推進します。

. JI I上ダムは、平成 29年度から本体工事！こ着手し、今年度lま本体コンクリート打

設を進める予定です。今後、令和4年度の完成に向け整備が進められますが、

一日も早く事業効果が発現されるよう、引き続き国等に働きかけていきます。
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~ 令和2年度県の主な砂防mダム事業の予定

小滝川砂防事業

かや落し谷砂防事業

脚＂、上野 1地区急傾斜地崩壊対策事業

平野砂防事業

八島川砂防事業

奥谷砂防事業

滝川ダム

畑井地区急傾斜地崩壊対策事業奥馬野地区

急傾斜地崩壊対策事業

賛滞7地区急傾斜地崩壊対策事業

鳥羽河内ダム【建設中】

富谷砂防事業

長谷砂防事業

上の山の谷砂防事業

小平谷砂防事業

宮川ダム

木馬瀬砂防事業

字谷川砂防事業

（水）青蓮寺ダム

（水）比奈知ダム

（国）蓬ダム

君ケ野ダム

山居3地区急傾斜地崩壊対策事

桑谷JII砂防事業

阿国和地区急傾斜地崩壊対策事業

猿谷東砂防事業

宮の土地区急傾斜地崩壊対策事業

雨東谷砂防車業

凡例

業事策ふ
叶
4

ム
ゾ
ハ壊

山
間
間

業

地

業

事

斜

事

防

傾

ム

砂

急

ダ

、
育
園

b

区池
業
一

4
事一

地
策
一

上
対
一

、壊一

区
崩
一

地
地
一

3
斜一

地
傾
一

上
急
一
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港湾臨海岸の整備

1 港湾事業

( 1 ）一事業庭的と取組方針

・地域の人流・物流ネットワークの拠点としての港湾機能を維持し、県民生活と

産業活動を支えるとともに、大規模災害発生時において、緊急物資等の海上輸

送機能を確保します。

＝このため、老朽化が進む岸壁等の港湾施設の更新聞修繕や臨港道路橋梁の耐震

対策に取り組みます。

( 2）令和2年度の主な取組

－施設更新’津松阪港（大口地区）の岸壁改良

津松阪港（新堀地区）の物揚場改良

宇治山田港（今一色地区）の紡波堤改良

．耐震対策：長島港江ノ浦大橋の上部エ補強

2 海岸事業

( 1 ）施設整備

①事業医的と取組方針

－津波や高潮・侵食による浸水被害から、堤防背後に住む県民の生命と財産

を守るため、海岸堤防等の整備！こ叡り組みます。

z 三重県は南北に長く、地域により背後地の状況、高潮や津波の高さ、堤防

の高さなど施設の状況が臭なることから、地域特性に合わせた対策！こ取り

級みます。

県北部圃盤 M 地盤が低く地震により堤防が崩壊すると浸水する可能性があ

ることから、地盤の液状化による堤防の沈下や崩壊を防止す

る地震対策を重点的に実施します。

県中部置・ E 高潮や高波による越波や海岸の侵食を防止する高潮司侵食対

策を重点的に実施じます。

県南部・・・堤防背後住民の津波避難時間を確保するため、堤防上部や堤

防i珪側法面のコンクリードを厚くするなどし、津波が堤防を

乗り越えても堤防が崩壊しにくい構造とする「海岸堤防強靭

化対策jを重点的に実施します。

②令和 2年度の主な取組

－地 震 対 策：：城南第一地区海岸 J11越地区海岸など 5箇所

－高潮対策（侵食対策）．千代崎港原永地区海岸、上野・白塚地区海岸など

12箇所
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1 都市計蘭区域マスタープラン

( 1 ）現状

都市政策の推進

都市の健全な発展と秩序ある整備を殴るため、県内21都市計画区域の都市計画の目標や

方針を示す都市計闘区域マスタープランの改定を進めています。

( 2）取綴方針

令和2年度に、以下の観点を重視し、市町とともに地域特性に応じた都市計画区域マスタ

ープランを改定します。

①人口減少・超高齢社会に対応した集約型都市構造の形成

②大規模自然災害の被害低減に向けた都市構造の形成

③地域経済の活力維持・向上に向けた都市構造の形成

(3）令和2年度の主な取組

伊勢志摩、伊賀、東紀州圏域内の 10都市計画区域については、 5月！こ案の公告縦覧、 7

月に都市計画審議会へ付議した後、決定告示を行う予定です。

北勢、中南勢題域内の 11都市計画区域については、 5月にパブリツクコメントを実施し、

思等関係機関との協議を経て、10月に案の公告縦覧、12月に都市計画審議会へ付議した後、

決定告示を行う予定です。

2 都市基盤の整備等

( 1 ）現状

司街路について

安全で快適な都市生活の確保、災害に強い都市構造の形成をめざし、市街地における街

路の整備を実施しています。

－都市公園について

潤いある都市環境を形成するため、所管する6箇所の県営都市公国の整備・管瑳を行う

とともに、利用促進に努めています。

(2）取組方針

－街路について

通学路の安全確保、緊急輸送道路の無電柱化など、高い効果が見込める事業に注力し整

備を進めます。

都市公園について

指定管理者と連携し、利用者のニーズに応、じ適切に管理・運営を行うとともに、安全に

配慮しつつ利用促進に努めます。
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(3）令和2年度の主な取結

’街路について

O通学路の安全確保に係る事業

桑部播磨線街路事業（桑名市）

野町国府線街路事業（鈴鹿市）

服部橋新都市線街路事業（伊賀市）

O緊急輸送道路の無電柱化に係る事業

外宮度会橋線（第2エ区）街路事業（伊勢市）

外宮常磐線街路事業（伊勢市）

尾鷲港新回線街路事業（尾鷲市）

．都市公濁について

指定管理者と連携しながら安全管理を徹底しつつ、イベント開催等により利用促進！こ努

めます。

「公園施設長寿命化計画」に基づき、遊具等老朽化する公園施設の更新修繕を実施し

ます。

3 景観づくり

( 1 ）現状

三重県景観計画に基づ、き、良好な景観形成に向けた取組を実施しています。

(2）取組方針

地域が主体となる景観づくりに向け、県民や市町への必要な情報提供等を行うとともに

景観法等に基づく制度や手法を活用し、良好な景観づくりにつながる規制・誘導を行じます。

(3）令和2年度の主な取組

地域の実情に応じた良好な景観形成を進めるため、市町の景観行政団体への移行に係る

支援を継続します。

景観法に基づく建築物等の規制・誘導及び三重県農外広告物条例に基づく違反広告物の

是正司指導を継続します。

平成30年3月！こ三重県屋外広告物条例を改正し、平成30年 10月から屋外広告物の点検

義務の対象を拡大したため、引き続きその遵守に向けた啓発活動を行います。
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下水道の整備

1 現状

( 1 ）快適な生活環境と健全な水環境を維持するため、県及び市町では「生活排水処

理アクションプログラム（三重県生活排水処理施設整備計画）Jに基づき下水道

の整備を行っています（［表－ 1】）。

県は、 3流域6処理区！こおいて「流域下水道j の整備を進めており（［表 Z】）、

市町は f公共下水道Jとして、流域下水道に接続する流域関連公共下水道（15市

町）と、市町が独自で汚水を処理する単独公共下水道（11市町）の整備を進めて

います。

流域下水道では、南部浄化センター第2期整備事業の処理施設の建設や宮川流

域下水道の幹線管渠の延伸に取り組んでいます。引き続き、市町との連携を図り、

下水道の未普及地域の解消を進めています。

【表 1 ］生活排水処理施設の穫類と普及率 【表 2］流域下水道

生活排水処理施設の種類 普及率 整備完
H3D末（出） 了時（目）

流域下水道 処理区

北勢沿岸 北部
下水道 54. g 81. 6 南部
農業集落排水施設等 5. 1 4. 8 中勢沿岸 志登茂J11 
漁業集落排水施設 0. 3 0. 5 雲出川左岸
コミュニァイ・プフン卜 0. 2 0. 0 松阪
市町設置型浄化槽 1. 0 2. g 宮J11 宮川
個人設置型浄化槽等 23. 8 10. 2 

合計 85. 3 100. 0 

( 2）平成 27年1月27日に総務大臣から全国の都道府県知事および指定都市市長

あて、下水道事業に公営企業会計を適用するよう通知がありました。

これを受け、三重県では財政マネジメントの向上を図ることを自的として、固

定資産調査、企業会計システム構築などの取組を経て、令和元年 12月に三重県

流域下水道条例を改正し、令和2年4fl 1日から公営企業会計に移行しました。

なお、公営企業会計への移行にあたり、令和2年度から令和 11年度までの経

営の基本計画である「三重県流域下水道事業経営戦略」を令和2年3月に策定し

ました。

2 取組方針

( 1 ）生活排水処理アクションプログラムに基づき、下水道の普及率向上のため、

浄化センターの整備と幹線管渠の延伸を進めます。また、地震、津波対策にも

取り組みます。

( 2 ）複式簿記による会計処理、固定資産管理及び流域下水道施設の維持管理を適

正に実施し、健全な事業運営に取り組みます。
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流域下水道計画処理区域図

北勢沿岸流域下水道

｛北部処理区）

〔事業着手〕昭和51年度

［供用開始〕昭和62年度

〔関係市町〕 3市4町

:lt勢沿岸流域下水道

（南部処理区）

〔事業着手〕昭和62年度

〔供用開始〕平成7年度
［隣係市〕 3市

中勢沿岸流域下水道

（志望豊茂川処理区）

〔事業着手〕平成田年度

〔供用開始〕平成30年4月
〔関係市〕 1市

中勢沿岸流域下水道

（雲出川友岸処理区）

〔事業若手〕昭和56年度

〔供熊開始〕平成5年度
〔関係市〕 1市

中勢沿岸流域下水道

（松阪処理区）

〔事業着手〕平成2年度

〔供用開始〕平成10年度
E関係市町〕 2市 1町

宮JI)流域下水道

（宮川処理区）

〔事業若手〕平成10年度
〔供用原始〕平成18年度

［関係市町〕 1市 2町

汚水の流れ（流域下水道）

各家庭

時 時 時 時
海、河川

に放流
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建築開発行政

1 現状

( 1 ）三重県の建築行政の概要

安全で安心な建築物を確保するため、建築基準法に基づき新築等の建築確認申

請等許認可の審査や中間検査、完了検査を行うとともに、不特定多数の者が利用

する既存建築物等に係る定期報告の審査や立入指導などを行っています。

県では、円滑な建築行政を推進するため、市への権限移譲を行っています。

①建築確認件数

平成 11年5月から、建築基準法が

改正され、民間の指定確認検査機関

も建築確認業務を実施できるように

なりました。

その割合は、令和元年度は約 95%
になっています。

適正な確認検査の実施のため、各

特定行政庁、指定確認検査機関との

会議を開催し、情報共有や意見交換

を行っています。

②権限移譲の状況

令手目玉忘年度建築確認件数
(7. 834j•牛）

145 /64 

口三重量展

開特定行政庁の市

量指定確認検査機関

「特定行政庁 ！桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市

限定特定行政庁（※）｜伊賀市、名張市、重量山市

（※ 小規模な建築物に関する建築行政を行う。）

( 2）三重県の開発行政の概要

適正な土地利用及び安全な宅地を確保するため、都市計画法及び三重県宅地開

発事業の基準に関する条例に基づき開発許可申請の審査、開発工事の完了検査な

どを行っています。

開発行政においても、市への権限移譲を行っています。

①開発許可件数 l

権限を移譲するごとに県の許可件

数は減少し、その割合は、令和元年
度は約 50%になっています。

適正な許認可事務執行のため、開

発行政庁会議を開催し、情報共有や

意見交換を行っています。

令和元年度開発許可件数
(375件）

39 

口三重県

図桑名市

聞四日市市

西鈴鹿市

図津市
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②権限移譲の状況

令和2年度に松阪市へ権限を移譲しました。

噛里埜重亙 ｜桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市

2 令和2年度の主な取組

建築物及び宅地の安全確保に向け、引き続き市町等と連携して指導有効言に取り

組みます。
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（建築確認 開発許可を行っている市）

／ 

mm建築確献金て〉を行っている市議師、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市〉

建築確認（小規模〉を行っている市（伊賀市、名張市、亀山市〉

仁コ開発許可を行っている市（桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市〉
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住宅”建築物の耐震対策

1 現状

本県では、崇民の生命や財産を守るため、住宅及び建築物の耐震化の目標や具体

的な取組を示すf三重県建築物耐震改修促進計画」を平成28年3月に改定し、令和2

年度までの計画として耐震対策に取り組んでいます。

( 1 ）住宅の耐震化

令和元年度末時点で住宅の耐震化率は 84.6%で、耐震基準を満たしていない住

戸は約 11.3万戸と推計されており、南海トラフ地震等に備えた耐震化促進に取り

組んでいます。

(2）建築物の耐震化

耐震診断が義務化された不特定多数の者が利用する大規模建築物〈以下、 f大

規模建築物J）や第一次緊急輸送道路を閉塞するおそれのある避難路沿道建築物

（以下、 f避難路沿道建築物J）について、補助制度を活用して耐震化促進に取

り組んでいます。

2 取組方針

( 1 ）住宅の耐震化

様々な手法により所有者等への耐震化の普及啓発を行うとともに、昭和田年以

前の旧耐震基準で建築された木造住宅を対象に無料耐震診断や耐震改修、耐震性

のない空き家除却の補助事業を活用した支援を行います。

( 2 ）建築物の耐震化

大規模建築物については、全て耐震診断を終えていますが、耐震設計や改修の

進捗管理をすることで早期の耐震化を促します。

避難路沿道建築物については、建物所有者等に耐震診断の重要性等の説明を行

うことで、さらに、耐震化に対／する意識を高めます。

3 令和2年度の主な取組

( 1 ）住宅の耐震化

－市町、建築関係団体と協力し行ってきた戸別訪問は、家主に面談でき、診断申

込！こ繋がりやすい休日や夜間を中心に今後も実施します。また、建築関係fiB体
への戸別訪問の業務委託！こより成果をよげている市町もあることから、引き続

き耐震化を効果的に進めるこれらの取組を拡げていきます。

－耐震化に係る補助や耐震性のない木造住宅の吏き家除却！こ係る補助を行うなど

必要な市町支援を行います。

司耐震補強工事件数が低迷しているため、補強工事コストの低廉化について、関－

係団体や学識経験者等と検討を進めます。
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( 2）建築物の耐震化

z 避難所として活用される大規模建築物については、全6棟のうち残り 1棟の耐

震改修工事が4月末に完了しました。それ以外の大規模建築物についても、引

き続き市町と協力の上、文書通知や商談等を行い、国の補助制度を紹介する

など耐震化を働きかけます。

避難路沿道建築物につ｝いては、所有者等へ市町や建築廃係団体と連携して訪

問することにより、耐震診断実施に向けた取り組み状況の把握や診断方法に

関する情報提供を行い、早期の診断実施を働きかけます。

。r

) 
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住宅政策の推進

本県では、豊かな往生活を育むとともに多様化する居住ニーズに応えることを目的

として、住宅政策の推進！こ取り組んでいます。

1 安全で快適な住まいづくり

( 1 ）現状

①空き家対策

空き家等対策の推進に関する特別措置法が平成 27年5月に施行されたこと

により、市町には空き家等対策計画策定やこれに基づ、く対策の実施が努力義務

とされたため、県は市町に必要な支援を行っています。

②住宅セーフテイネットへの取組

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が平成 29年

10月に一部改正施行されたことにより、住宅確保安艶慮者円滑入居賃貸住宅

（以下、「セーフテイネット住宅jという。）の登録推進に取り組んでいます。

( 2）取組方針

①空き家対策

空き家等対策計j!ljj策定予定の市町に対する必要な助言や支援を行うととも

に、策定時期が未定の市町には早期策定を促します。また、空き家除却事業や

空き家活用事業を進める市町の支援を行います。

②住宅セーフテイネットへの取組

セーフテイネット住宅の登録促進に向け、制度の普及に取り組むとともに、

市や社会福祉協議会、不動産関係団体、居住支援法人等と連携した住宅確保要

配慮者の居住支援活動に取り紐みます。

( 3 ）令和2年度の主な取紐

①空き家対策

・空き家に関する連絡会議を開催するなどし、取組事例等の情報提供のほか、

不動産関係団体と市町との情報共有の場づくりを行います。

z耐震性のない空き家住宅の除却に対する檎助並びに今年度創設した特定安き

家等の徐却に係る略式代執行及び空き家を活用する移住者に対する改修補

助を行う市町に対して、財政支援を行います。

②住宅セーフテイネットへの取組

－居住支援連絡会の事務局として、居住支援フォーラムを開催するとともに、

会員各市が行う住宅相談会の開催を支援します。

E セーフテザネット住宅の登録を普及させるため、民間賃貸住宅を管理する事

業者の研修会や、宅建取引士、宅建事業者向けの講習会等の機会をとらえ、

制度思知安図っていきます。
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2 県営住宅の管理

( 1 ）現状

①入居状況

59団地（279棟、管理戸数 4.023戸）中、入居可能戸数は 3,424戸、そのう

ち入居中の戸数は 2,410 芦 （入居率 70.4%）となっています（令和2年4月

1日現在）。

②維持管理

・新規建設や建替えではなく、既設住宅を最大根活用し、既存県営住宅の長寿

命化のための外壁改修やバリアフリー化等住戸内改善により居住環境の向

上を図っています。

a 公営住宅法に定める耐用年限を経過し老朽化した県営住宅については、改善

事業は行わず、空き住棟になり次第、除却等を進めています。

－平成 18年4月から指定管理者制度を導入しています。

0北勢ブロック ．鈴鹿亀山不動産事業協同組合

O中勢伊賀ブロック ．伊賀南部不動産事業協同組合

0南勢ブロック ：三薫県南勢地区管理事業共同体

O東紀州ブロック ：三重県南勢地区管理事業共同体

※いずれも指定期間は令和元年度から令和5年度までの 5年題

( 2 ）取組方針

・入居者資格や連帯保証人の要件の緩和、住環境整備等により、入居者の増加に

取り組みます。

「三重県公営住宅等長寿命化計画」〈令和2年度～令和 12年度）に基づき、外

援や屋上等の改修及びバリアフリ…化等の住戸内改善を計画的に推進しますo

z 耐用年限を超えるなど老朽化が著しい県営住患については、統廃合に向けた取

組を進めます。

( 3）令和2年度の主な取組

①入居者の増加！こ向けた取組

令和 2年7月 lBからは需要の多い単身入居可能住戸に係る要件の緩和を

行うなど、入居者ニーズを踏まえた取組を進めます。

③維持管理

・長寿命化等の対策として 3団地3棟（笹川団地、千里団地、一身臼団地）で

外壁改修などの工事を、 4団地4棟 (JI！成団地、笹川団地、白塚団地、千里

団地）で次年度以降施工予定の設計を行います。

・入居者が退去し空き住棟となった老朽化住宅の解体工事や次年度以降解体予

定の設計を行います。
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